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Ｑ
　
高
額
療
養
費
と
は
な
ん
で
す
か

Ａ 

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加

入
し
て
い
る
人
は
、
病
気
や
け
が
を

し
て
お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ
た
場
合
、

年
齢
や
所
得
区
分
に
よ
り
窓
口
で
１

割
～
３
割
の
医
療
費
を
支
払
い
ま
す
。

こ
の
窓
口
で
支
払
っ
た
金
額
を
自
己

負
担
額
と
い
い
、
１
カ
月
間
の
自
己

負
担
額
が
高
額
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

時
、
別
表
に
定
め
ら
れ
た
額
を
超
え

た
分
が
払
い
戻
し
さ
れ
る
制
度
で
す
。

た
だ
し
、
支
払
っ
た
医
療
費
の
中
で
、

入
院
時
の
食
事
代
や
保
険
の
き
か
な

い
差
額
ベ
ッ
ト
代
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

　
な
お
、
申
請
に
際
し
領
収
書
を
必

要
と
し
ま
す
の
で
医
療
機
関
よ
り
交

付
さ
れ
た
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
　
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場

合
は
ど
ん
な
時
で
す
か
、
手
続
き
に

は
何
が
必
要
で
す
か

Ａ
　
高
額
療
養
費
は
、
ど
ん
な
場
合

で
も
支
給
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
各
自
世
帯
の
所
得
や
年
齢
に

よ
り
自
己
負
担
限
度
額
が
異
な
っ
て

お
り
、
限
度
額
を
超
え
た
額
を
１
カ

月
単
位
で
計
算
し
、
後
日
世
帯
主
に

払
い
戻
す
も
の
で
、
限
度
額
以
内
の

支
払
い
額
で
は
払
い
戻
し
は
あ
り
ま

せ
ん
。
主
に
入
院
し
た
時
に
該
当
し

ま
す
。

 

70
歳
以
上
の
人
（
長
寿
医
療
制
度

適
用
者
は
除
く
）
と
70
歳
未
満
の
人

で
区
分
が
違
い
ま
す
の
で
自
分
（
世

帯
）
は
ど
こ
に
該
当
し
て
い
る
か
、

１
カ
月
の
限
度
額
を
確
認
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
手
続
き
に
は
医
療
費
の

領
収
書
・
印
か
ん
・
預
金
通
帳
な
ど

の
振
込
先
の
口
座
番
号
が
確
認
で
き

る
も
の
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
　
長
期
間
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
、

高
額
な
医
療
費
が
想
定
さ
れ
、
窓
口

で
自
己
負
担
分
を
支
払
う
こ
と
が
困

難
な
場
合
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

Ａ
　
長
期
入
院
や
高
度
医
療
な
ど
で

高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合
、
国

保
へ
「
限
度
額
認
定
証
」
の
交
付
申

請
を
し
て
い
た
だ
き
、
交
付
を
受
け

た
認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
窓
口
で
の
支
払
が
世

帯
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り

ま
す
。

　
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る
特
定
疾
病
の
場
合
、
高
額
な
治
療

を
長
期
間
継
続
し
て
行
う
必
要
が
あ

る
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
の
一

部
、
人
工
透
析
が
必
要
な
慢
性
腎
不

全
、
血
液
凝
固
因
子
製
剤
の
投
与
に

起
因
す
る
H
I
V
感
染
症
の
人
は
、

「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
（
申
請

に
よ
り
交
付
）
を
病
院
な
ど
の
窓
口

に
提
示
す
れ
ば
、
毎
月
の
自
己
負
担

額
は
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
1
0
、

0
0
0
円
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

慢
性
腎
不
全
で
人
口
透
析
を
要
す
る

上
位
所
得
者
の
自
己
負
担
額
は
2
0
、

0
0
0
円
で
す
。

 

※
高
額
療
養
費
の
計
算
に
つ
い
て

は
、
各
世
帯
の
所
得
区
分
な
ど
に
よ

っ
て
自
己
負
担
限
度
額
が
違
う
と
と

も
に
、
家
族
２
人
以
上
が
病
院
に
か

か
っ
た
場
合
や
２
カ
所
以
上
の
病
院
、

同
病
院
で
あ
る
が
診
察
科
が
違
う
場

合
（
入
院
・
外
来
・
歯
科
）
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
で
計
算
方
法
が
異

な
り
ま
す
。
当
町
で
は
申
請
も
れ
の

な
い
よ
う
該
当
者
に
通
知
（
医
療
費

を
自
己
負
担
し
た
月
の
３
カ
月
く
ら

い
後
）
し
て
い
ま
す
の
で
、
通
知
を

受
け
取
っ
た
ら
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
住
民
課
国
保
医
療
グ

ル
ー
プ
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爺
湖
町
で
は
、
毎
年
英
国
青
年

　
　
を
受
入
れ
、
英
会
話
教
室
な
ど

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て
、

地
元
の
人
た
ち
と
交
流
を
深
め
て
い

ま
す
。

　
９
月
か
ら
新
し
い
英
国
青
年
フ
レ

デ
ィ
ー
・
セ
ム
プ
ル（
19
歳
）さ
ん
と

デ
ィ
ラ
ン
・
ピ
ュ
ー（
18
歳
）
さ
んが

来
町
し
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

　
様
々
な
機
会
で
二
人
と
接
す
る
こ

洞

国
民
健
康
保
険
か
ら
…

国
保
Q
&
A

�
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※低所得Ⅱ～同一の世帯主及び国保被保険者が住民
　　　　　　税非課税の人  
　低所得Ⅰ～住民税非課税であり各所得から控除を
　　　　　　差し引いたとき０円となる人
（参考 単身世帯の場合、年金収入のみで80万円以下）

・医療費が267,000円を

　超えた場合は超えた分

　の１％が加算されます。

・過去12カ月間にＢの自

　己負担限度額を超えた

　高額療養費の支給が４

　回以上あった場合、４

　回目以降は44,400円

・医療費が267,000円を超えた
　場合は超えた分の１％が加
　算されます。

・医療費が500,000円を超えた
　場合は超えた分の１％が加
　算されます。

44,400円 80,100円

12,000円一　　般

４回目以降３回目まで所得区分

24,600円35,400円

150,000円

80,100円

住民税非課税世帯

83,400円上位所得者

44,400円一　　般

所得区分

一定以上
所 得 者

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

44,400円

8,000円 24,600円

8,000円 15,000円

外来（個人ごと）Ａ 外来＋入院（世帯ごと）Ｂ

■70歳以上の人

■70歳未満の人

「自己負担限度額」


